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【締切】9 月 29 日（金）正午 

本ポスターセッションの原則 ー Privileged Communication ―   
本シンポジウムのポスターセッションは、privileged communication を原則とします。すなわち、本シンポジウムで
は全ての参加者に、 ポスターセッションで発表される内容を外部へ一切漏らさないという秘密主義をお約束いただく
予定です。これにより、若手研究者が日本再生医療学会理事の先生方のようなベテラン研究者らと議論し、研究
内容や発表形式の改善のためのヒントを得るチャンスをご提供したいと考えています。 したがって、本ポスターセッショ 
ンでの発表内容は、「二重投稿」の指摘を受けることを心配せずに別の学術集会において後日発表することも可能
です。若手研究者の皆様方には、ぜひこの機会を、学位論文発表や来春京都での日本再生医療学会総会での
発表のレベルアップのためにご活用いただきたく存じます。皆様、奮ってご応募ください。お待ちしています︕︕ 

 
応募資格  発表者（筆頭演者）は日本再生医療学会の個人会員に限ります。会員でない方は、日本再生医療
学会ウェブサイトよりオンラインで入会申込の後、メールで会員番号が通知されたことをご確認いただき、誓約書をご郵
送いただいた上でご登録ください。（申し込みフォームには推薦者欄がございますが、空白であってもこの申込手続をも
って会員に準じた形での登録が可能です。） 

 

日本再生医療学会ウェブサイト「入会のご案内」 

URL:https://www.jsrm.jp/membership/application/  
※ご注意※演題締切日間際に入会申込をされますと、演題締切日に間に合わない可能性がございます。会員番号
通知のメールは基本的に入会申込完了と同時に送信されますが、早い時期での入会申込をお勧めいたします。 

 

演題登録方法  本シンポジウムは、インターネットによるオンラインシステムでの登録のみとなっております。メールや郵送
では受け付けておりませんのでご注意ください。なお、締切後の追加・修正は一切できませんので十分ご注意ください。  

 
演題登録にあたり、本ページ下部の「演題登録はこちら」ボタンより、演題登録フォームにアクセスくださ
い。演題登録画面では必要事項を登録いただき、同じ画面から発表内容とデータのアップロードが可
能です。演題登録画面下部の［確認］ボタンにて確認画面に移ります。登録内容をご確認頂き
［登録］ボタンから演題登録をお願いいたします。登録いただいたメールアドレス宛に確認メールが届
きますので、ご確認ください。万が一、確認メールが届かない場合には、事務局（jsrm@akane-
ad.co.jp）まで、ご連絡をお願いいたします。 
 
演題登録期間内であれば、一度登録した演題に修正を加えることや演題全体を削除することは何
回でも可能です。締め切り後の修正は一切受け付けいたしかねますので、予めご了承ください。 

  

https://www.jsrm.jp/membership/application/
https://www.jsrm.jp/membership/application/


採択通知  演題をご登録いただいた方には、2023年 10月 11日（水）（予定）に採択通知をご登録の電子メ
ールアドレスにお送りさせていただきます。  

 

注意事項  

 

１．登録者が間違えて登録した内容についての責任は負いません。演題登録締切日前に必ずご自身で登録内容
に不備・間違いがないか再度確認してください。 

２．お送りいただいた抄録は、本ポスターセッションの privileged communication の原則に従い、採択の可否の
審査にのみ利用され、抄録集などで公開されることはございません。その代わり、研究業績としての証拠あるいは
経理処理のための証拠として、本ポスターセッションでご発表いただいた演者には、発表に関する主催者からの証
明書を発行いたします。 

３．ポスター演題登録要旨様式についてはこちらをご参照ください。  
  

作成規定 
演題登録の際は、筆頭演者氏名、会員番号、所属機関名、電子メールアドレス、共著者、演題名、抄録本文など
の必須項目をすべてご入力ください。  

 

字数制限 

総文字数︓全角換算で 800文字程度（※著者名・所属・演題名・抄録本文のすべて） 

※ご注意※ 

スペースは 1文字の扱いとなります。半角文字は 1/2文字として数えます。  
 

発表形式について 
発表形式はポスター発表となります。 

 

利益相反開示のお願い  本シンポジウムでは、すべてのポスター発表者はポスターの最後部に利益相反の開示を提
示いただきますようお願いいたします。筆頭演者の令和 4年 11月 1日～令和 5年 11月 1日における COI につ
いて、発表の冒頭にその有無（有の場合は内容も）を開示してください。掲示する利益相反のテンプレートは、下記
画像をクリックしてダウンロードをお願いいたします。 

 

COI として申告および開示が必要とされる基準︓ 

（1） 企業等の役員、顧問職（ただし、常勤先を除く）については、単一の企業・団体からの年間の報酬額が年
間 100万円以上の場合は申告する。 

（2） 株の保有については、単一の企業についての 1年間の株による利益（配当、売却益の総和）が 100万
円以上の場合、あるいは当該全株式の 5％以上を所有する場合は申告する。 

（3） 企業等からの特許権使用料については、1件あたりの特許権使用料が年間 100万円以上の場合は申告
する。 



（4） 企業等から、会議の出席（発表、助言など）に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日
当（講演料など）については、単一の企業・団体からの年間の日当（講演料など）が合計年間 50万円
以上の場合は申告する。 

（5） 企業等が原稿やパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、単一の企業・団体からの年間
の原稿料が合計 50万円以上の場合は申告する。 

（6） 企業等が提供する研究費については、単一の研究に対して支払われた総額が年間 100万円以上の場合
は申告する。また、非営利法人（例、NPO法人）や公益法人（例、社団法人、財団法人）からの受託
研究費や研究助成費で、交付金額が年間 1000万円以上である場合に、企業等が当該受託研究費や
研究助成の専らの出資者である場合には、研究代表者が申告する。 

（7） 奨学寄付金（奨励寄付金）については、単一の企業等から、1名の研究代表者に支払われた総額が年
間 100万円以上の場合は申告する。 

（8） 企業等からの寄付による大学の寄付講座については、申告者らが所属している場合は申告する。 
（9） その他の報酬（研究とは直接無関係な旅行、贈答品など）については、年間 5万円以上のものを申告す

る。 
  

 

 
 

  •〈提示例〉開示なしの場合 •〈提示例〉開示ありの場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

演題登録に関するお問合せ先 
----------------------------------------------------  
日本再生医療学会第３回科学シンポジウム運営事務局  
株式会社アカネクリエーション内 担当︓下地 
Tel : 098-862-8280（平日 9:00～18:00）  
E-mail : jsrm@akane-ad.co.jp 
----------------------------------------------------  

演題登録はこちら 

https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2022/08/COI%E7%B4%B0%E5%89%87%EF%BC%8820201214%E6%94%B9%E6%AD%A3%EF%BC%89.pdf
https://www.proofsheet.jp/s9123dAuMv%2B%2BUaYGFLoScQ%3D%3DFKS/
https://www.proofsheet.jp/s9123dAuMv%2B%2BUaYGFLoScQ%3D%3DFKS/

